
長野県 PPP/PFI地域プラットフォーム設置要綱 

 

（設置方針） 

第１条 地方公共団体、地域の企業、金融機関等が集まり、PPP/PFI事業のノウ

ハウ習得や具体の案件形成に繋げるためのサウンディングなどを行う場を設

けることで、長野県内における官民連携事業を積極的に推進する。 

  これにより、効率的かつ効果的な公共施設の整備・運営及び良好なサービス

の提供を確保するとともに、新たな事業機会の創出など地域経済の成長に寄

与することを目的として、長野県 PPP/PFI 地域プラットフォーム（以下「本

会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 本会は、長野県内の産官学金の団体等をもって組織する。 

２ 本会への参加を希望する団体等は、その旨を事務局に申し出ることにより、 

参加することができるものとする。 

３ 本会の円滑な事業実施及び運営を確保するため、コアメンバーを選定する。 

４ コアメンバーは、別表に掲げる者により構成する。 

 

（事業） 

第３条 本会は、関係機関の参画・協力を得ながら、次の事業を行う。 

なお、第 1条の目的を達成するため、コアメンバー以外の者にも開催情報な

どを広く発信し、様々な者に参画を促すこととする。 

（１） セミナーの開催等を通じた官民連携事業に関する情報・ノウハウの共有 

（２） 長野県内における官民連携事業の案件の掘り起こし及びその形成・推進 

のための官民対話の実施支援 

（３） その他、長野県内における官民連携事業の導入促進のために必要な事業 

 

（事務局） 

第４条 本会の事務局は、長野県総務部財産活用課に置き、本会の事業実施・運

営に関する企画立案等を行う。 

 

（コアメンバー） 

第５条 コアメンバーは、本会の事業実施・運営に関する補助、事務局に対する

提案や支援、官民対話における各立場に応じた助言や相談対応などを行うほ

か、本会が開催するセミナー等に関する周知及び参加の呼びかけ等を行う。 

 



（反社会的団体等の排除） 

第６条 参加を希望する団体等は、次のいずれにも該当しないことを表明し、か

つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 

１ 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊

知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という）でない

こと 

２ 霊感商法、高額献金、過度な勧誘等により社会的に問題視されている団体ま

たはその関連団体でないこと 

３ 前号に掲げる団体または反社会的勢力と、役員の重複、資金の流れ、活動目

的の共通性等により、実質的な関係を有すると認められる者でないこと 

４ 公共の秩序または善良の風俗に反するおそれがある活動を行う者、または

それを助長する団体でないこと 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年 11月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年８月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年 10月 27日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

コアメンバー 備考 

株式会社八十二銀行  

一般財団法人長野経済研究所  

長野信用金庫  

松本信用金庫  

上田信用金庫  

諏訪信用金庫  

長野県信用組合  

飯田信用金庫  

長野県 事務局 

※順不同 


